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Ⅰ 市内に立地する工場の現状・課題等について

３ 工場の置かれた状況
実施内容：工場立地法に関するアンケート調査
実施期間：令和元年5月29日～6月21日
調査対象：市内に立地する特定工場のうちの既存不適格工場（63工場）
回 答 数：44件

【主な質問と回答】
① 現在、生産施設の新増設等の計画はありますか。
現在、具体的に新増設を計画している(8社) 新増設は考えていない(18社)

現在は具体的な計画はないが、将来的に新増設を行う可能性がある(17社)

② 生産施設の新増設にあたり敷地内で工場立地法に基づき必要な緑地面積を確保することは可
能ですか。※①で生産施設の新増設を計画している、または可能性があると回答した工場のみ対象
可能(3社) 難しい(15社) 不可能(7社)

(新増設計画25社中22社[約9割]が緑地確保困難)

③ 現在、敷地内の未利用部分（生産施設、緑地、環境施設、その他に利用していない部分）の
活用について、どのようにお考えですか。（上位回答）
生産施設を新増設するための用地(13社)
生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設するための用地(9社)
緑地・環境施設を新増設するための用地 (9社)
現在のところ未利用部分はない(19社)

④ 今後、生産施設の建て直しや増設が必要となった場合、生産施設の建設に伴って必要となる緑
地の確保について、どのようにお考えですか。（上位回答）
工場敷地内の未利用部分を活用して緑地を確保する(14社)
屋上緑化や壁面緑化により緑地を確保しようと思う(11社)
既存施設の縮小は不可能、現時点で緑地確保の目途が立っていない(13社)
現行制度では緑地確保が困難、工場自体を別の場所へ移転せざるを得ない(5社)

４ 課題
○ 本市には、工場敷地内にこれ以上の緑地の確保が困難な既存不適格工場が一定数存在しており、
今後生産施設の建て直しや増設が必要となった場合、現在地での操業を望みつつも、事業拡大がで
きないこと等から市外転出を選択する企業の出現が懸念される。
○また、老朽化した設備の継続利用による安全面や税収面での課題も懸念される。

１ 現状
○本市には、工場立地法が施行された昭和49年以前から立地し、工場立地法及び本市条例等で定め
る必要な緑地面積を確保できていない工場（既存不適格工場）が多く存在する。
○工場立地法では、既存不適格工場が生産施設を増設するにあたり、緑地の確保を求めているが、敷
地内に新たに緑化可能な土地を確保できない工場が多く、新規事業展開のための生産施設の増設
や、老朽化した設備の更新等に支障をきたす状況となっている。

２ 工場の立地状況
(１) 工場立地法の対象となる特定工場数 92件（うち、既存不適格工場は63件）
(２) 立地状況
① 工業専用地域（臨海部）
特定工場数：71件（うち、既存不適格工場は50件）
工場敷地面積（合計）：14,774,414㎡
緑地面積率（平均） ：10.85％
※工場立地法及び本市条例で定める緑地面積率：15%以上

② 工業地域、準工業地域（主に内陸部、一部臨海部）
特定工場数：21件（うち、既存不適格工場は13件）
工場敷地面積（合計）：1,674,314㎡
緑地面積率（平均） ：14.06％
※工場立地法及び本市条例で定める緑地面積率：20%以上

既存不適格工場における緑地の確保について、柔軟な仕組みが必要

工場の緑地整備に関する新たな制度の構築について 資料１

工業専用地域

工業地域・準工業地域

その他の用途地域
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Ⅱ 工場立地法に基づく敷地外緑地等に関する基準の策定について

２ 敷地外緑地等について
工場立地法運用例規集において、敷地外緑地等を認める条件として、次のとおり規定している。

＝緑地面積等が準則（または条例）に定める面積に適合しない場合、原則として自治体は当該工
場等に対して勧告することとされているが、 自治体独自の基準作成を前提に、敷地外に準則計算で
求めた値を満たす面積を確保する場合は勧告しないことができる。

３ 本市基準の策定について
（1）背景・経過
○令和元年5～6月：「工場立地法に関するアンケート調査」の実施
○令和元年7～8月：アンケート調査結果に基づく個別ヒアリング調査の実施

（2）策定目的
○工場立地法運用例規集に規定する敷地外緑地等について、本市の基準を作成・運用することによ
り、工場周辺の生活環境の保持・向上につなげるとともに、災害対策等の地域課題への対応を図る。
○既存不適格工場の緑地確保に係る選択肢を増やすことにより、今後も本市において継続した操業が
展開されるよう支援し、設備投資による安全性の向上と市内産業の振興につなげる。

（3) 本市基準（案）の主な内容
ア 対象となる工場
市内で現に立地している工場等のうち、法に定める特定工場の生産施設の面積を増加させるもの
で、かつ敷地内に未利用部分がない工場等
イ 緑地等の主な要件
敷地外の土地において緑地等を整備することにより、周辺の地域の生活環境の保持に寄与するも
のと認められる場合（※次の要件を満たすとともに、可能な限り１工場につき１か所に集約）
(ｱ) オープンスペースとして、市民の利用に供すること
(ｲ) 災害時に市民が活用可能な設備を備えるなど、災害対策の機能を有すること
(ｳ) 樹木の剪定や除草等、適切な維持管理が行われること
(ｴ) 対象工場の緑地等の面積が適格になるまで存続する見込みがあること
ウ 設置場所 原則として、対象工場の存する区内
エ 土地の確保の方法 自社所有地もしくは賃貸借等によるもの
オ 複数工場による共同での設置の場合の面積算入の考え方
当該緑地等の設置・維持管理費応分の面積とする

１ 工場立地法について
（1）目的及び制定経緯
ア 目的
(ｱ) 国民経済の健全な発展
(ｲ) 国民の福祉の向上に寄与すること
イ 制定経緯
前身的な法律として、工場適地に関する全国的な調査を行うことを主目的とした「工場立地の調
査等に関する法律」（昭和34年制定）があったが、四日市公害裁判の判決で「企業は工場立地の
段階において将来の周辺の環境に与える影響について十分な注意を払う義務がある」と示されたこと
をきっかけに、昭和48年に一部が改正され、工場の敷地利用のあり方に関する規制(各種面積につ
いての制限）等が追加され、また題名も「工場立地法」に改められた。

(2) 内容
○一定規模以上の工場（敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上の製造業、電気・ガ
ス・熱供給業者が対象。以下「特定工場」という。）の新設や生産施設の増設等に係る届出義務
等について規定している。
○法第4条第1項の規定により、経済産業大臣らは工場立地に係る準則を公表することとなっており、
これにより、生産施設や緑地の設置基準等が規定されている。
○さらに、平成9年に法の一部改正が行われ、地域の実情に応じて地域準則を定めることで、緑地面
積率を下限5％まで緩和すること等が可能になった。本市でも「川崎市工場立地に関する市準則を
定める条例」(平成12年10月2日制定)を定め、工業専用地域において緑地面積率等を緩和して
いる。

（*1） 製造業における、製造工程を形成する機械又は装置が設置される建築物等をいう。
（*2） 「環境施設」とは、「工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するような管理がな

される」ものをいい、屋外運動場や広場、太陽光発電施設等を指す。また、環境施設面積には、
緑地面積が含まれる。

工場立地に関する準則
（平成10年大蔵省等告示による）

〈面積率〉
生産施設（*1）面積率 ： 30～65％（業種別）が上限
緑地面積率 ： 20％以上
環境施設（*2）面積率 ： 25％以上

〈その他〉
法施行（昭和49年）前から操業しており、上記面積率を
満たしていない工場(既存不適格工場)は、生産施設の
新増設(更新含む)に合わせて、準則の備考に定める計
算式で求められた面積の緑地等を設置することを規定。

川崎市工場立地に関する
市準則を定める条例

（平成12年10月2日制定）

工業専用地域（臨海部）において、緑
地及び環境施設面積を5%ずつ緩和す
ることを定める。

緑地面積率 ：15％以上
環境施設面積率 ：20％以上

現に設置されている工場等が生産施設の面積を変更（減少を除く。）する場合において、準則
に適合するために必要な緑地又は環境施設（以下「緑地等」という。）を当該工場等の敷地内に
確保できない事情があり、当該場等の敷地外の土地に整備される相当規模の緑地等により実質
的に緑地等に係る準則が満たされ、かつ、当該工場等の設置の場所を管轄する市町村長の定める
基準に照らし、当該敷地外緑地等の整備が当該工場等の周辺の地域の生活環境の保持に寄与
するものと認められる場合

3



Ⅲ 工場の緑地整備に関する新たな制度の全体像

立地法に基づき、敷地外における緑地整備に関する基準を定める。
[主な内容]
対象:生産施設の面積を増加させるもので、かつ敷地内に未利用

部分がない工場等
主な要件:市民利用に供すること、災害対策の機能を有すること等
設置場所:原則として対象工場の存する区内

敷地外緑地等基準を付加する形で臨海部のガイドラインを定める。
[主な内容]
対象:川崎臨海部で現に立地している特定工場等
考え方:複数の工場等が連携・協力し、一体性を有した共通

緑地として整備するよう努める
支援等:敷地確保に関する情報提供、設置に向けた調整等

新設② 臨海部における
共通緑地ガイドライン
《臨海部国際戦略本部 所管》

環境影響評価等技術指針
敷地面積9,000㎡以上もしくは建築面積3,000㎡以上の工場等の新増設等

《環境局 所管》

敷地内整備

内陸部 臨海部

工場立地法
敷地面積9,000㎡以上もしくは建築面積3,000㎡以上の特定工場の新増設等

《経済労働局所管》 》

川崎市緑化指針
建築面積1,000㎡以上の事業所の建設

臨海部における緑化指導基準
臨海部の実態を踏まえた緩和措置

《建設緑政局 所管》

敷地外整備

新設① 工場立地法に基づく敷地外緑地等に関する基準
《経済労働局 所管》

見
直
し

新
た
な
制
度

関連
制度

既
存
制
度

○工場立地法に基づき、本市における敷地外緑地等に関する基準を整備する。
○臨海部においては、工場立地法施行前から立地している工場が多く、川崎区は緑地等の割合が低い。この基準に基づく複数
工場の敷地外緑地を集約化することにより、まとまった空間を創出できる。当該基準に付加する形で、市民の憩い空間となる
「共通緑地」の整備を誘導するためのガイドラインを策定する。
○また、緑地整備に関連する制度(緑化指導基準、環境影響評価等技術指針)についても、新たな制度の円滑な運用を図るための
見直しを進める。

制
度
創
設

見
直
し

・Ⅳ 臨海部に立地する工場の現状と課題等について

１ 臨海部における工場等の現状・課題
(1)現状
◇川崎臨海部は多くの特定工場が立地し
ており、全市の約8割に及ぶ。（92工場
の内、工業専用地域に71工場が立地）
◇緑地は原則企業の敷地内整備となるこ
とから一般開放されず、また、施設計画
に支障をきたさない場所に分散して配置
される傾向にある。
◇川崎臨海部の各工場は、立地特性、操業上の課題等が類似しており、定期
的な情報交換等が行われていることから、複数社で連携・協力した取組推進が
見込める。

(2)課題
◇川崎臨海部の大部分を占める工業専用地域は、住宅の立地が制限されてい
ることから、市民の日常生活圏とは距離的な隔たりがあり、また、工場敷地内の
緑に市民が直接的に親しむ機会はほとんどない。このため、敷地外との緩衝帯と
して機能している緑地以外は、周辺環境との調和に寄与していると言い難い。
◇既存不適格工場が多く存在していることから、工業専用地域において定められて
いる緑地面積率に対し、工場緑化は不足している状況である。
◇本市南部、特に川崎区は、市民が利用できる公園・緑地の割合が低い。

2.87
4.08

6.43 6.53 5.21
7.15 8.15

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

市内平均5.05%

臨海部の立地企業に協力を求め、
市民の憩いの空間形成に向けた仕組みが必要である

市内緑地の現状（公園・緑地＋港湾緑地の区域面積に対する割合）

新制度の円滑な運用を図るため基準を見直す。
[主な内容]
敷地外緑地の設置範囲を川崎区とする。
工場が緑化する際に考慮しなければならない特
有の規制(消防法による安全空地の確保等)が
あることから、これに配慮した面積計上のあり方を
整理する。

気候変動など新たな環境課題に対応し、事業者
の環境配慮を総合的に促進する観点から、各評
価項目における調査、予測及び評価手法の見
直しを検討する。
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１ 臨海部における共通緑地ガイドラインの策定について
(1)背景・経過
・平成30年3月：「臨海部ビジョン」策定 (リーディングプロジェクト⑨緑地創出プロジェクトを位置づけ)
・平成30年5月～：リエゾン研究会にて、緑地創出制度に関する意見交換

(2)策定目的
・敷地外緑地等に関する基準の策定により、これまでは市民が直接恩恵を受け難かった工場敷地内
の緑を内陸部側に整備することが可能となることから、複数社の敷地外緑地を集約化するために必
要な事項を定めるなど、共通緑地として整備誘導するためのガイドラインを策定する。
・運用にあたっては、各企業の理解と協力を得ながら市が全体調整を図り、共通緑地整備の実現を
目指す。

(3)ガイドライン（案）の主な内容
ア 対象
川崎臨海部で現に立地している特定工場等(工場立地法に規定する第三種区域(工業専用地域)
に限る)

イ 共通緑地整備に向けた考え方
複数の工場等が連携・協力し、一体性を有した共通緑地として整備

ウ 共通緑地の要件
①対象工場等がそれぞれ必要とする敷地外緑地を確保した際に、合わせて2,500㎡以上の緑地とな
る規模の敷地を設置
②憩い空間の創出や地域課題の解決に向けた創意工夫を実施

エ 共通緑地設置にあたっての配慮事項
①土地の確保
・自社所有地又は10年以上の契約による借地及びこれに類するもの
・整備した共通緑地の維持が不要となった対象工場等は、共通緑地全体の規模や運用形態が継
続できるように最大限配慮

②共通緑地の設置
・工場立地法の届出に先立ち、整備内容及び維持管理手法について市と協議
③共通緑地の維持管理
・管理計画書及び報告書を提出し、適切に維持管理

オ 共通緑地設置の実現に向けた支援
①土地活用の申入れの受付、敷地の確保に関する情報提供
②共通緑地等の設置に向けた調整
③計画の実現に向けた助言・調整その他必要な支援

Ⅴ 臨海部における共通緑地ガイドラインの策定について

STEP2

STEP3

（共通緑地の実現イメージ）

臨
海
部
に
お
け
る
共
通
緑
地
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

緑地の集約化
個別に整備される敷地
外緑地について、整備
のタイミングや規模等に
関する工場間の調整を
行い、集約化する。

土地の情報提供
土地所有者の意向を
確認した上で、活用で
きる敷地情報を一元
的に集約し、各工場と
のマッチング等を行う。

市民の憩いの空間と
なる共通緑地を実現
緑地の整備内容及び
維持管理手法につい
て協議し、土地の一体
利用を図る。

臨海部における
緑化指導基準
環境影響評価等
技術指針

関連
制度 臨海部

敷
地
外
緑
地
等
に
関
す
る
基
準

市内
全域

新たに整備する緑地を
憩いの空間として創出

生産施設の更新や
機能強化

内陸部 臨海部

STEP1
敷地外緑地の設置
現に立地している特定
工場等の生産施設の
新増設等に際し、敷
地外緑地の整備を可
能とする。
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Ⅵ スケジュール

2019年度 2020年度 2021年度
11月 12月 １月 ２月 ３月

全
体

11/20
●

川崎市議会報告

11/25～12/24

パブコメ

●
川崎市議会報告

工
場
立
地
法

制度構築

制度構築

制度運用開始

※緑地整備に関連する制度についても、新たな制度の円滑な運用を図るための見直しを行う。

意見整理

・工場立地法に基づく敷地外緑地等に関する基準
・臨海部における共通緑地ガイドライン
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川崎市における工場立地法に基づく敷地外緑地等に関する基準 

（趣旨） 

第１条 本基準は、川崎市に立地する工場の更なる発展と、川崎市民の福祉の向上に

寄与することを目的として、工場立地法運用例規集（以下、「法例規」という。）２

－２－３②に基づき、川崎市における敷地外緑地等に関して必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、工場立地法（昭和 34年 3 月 20 日法律第 24

号。以下「法」という。）で使用する用語の例による。 

また、この基準における適用は、法、法施行令、法施行規則、工場立地に関する

準則、緑地面積等に関する区域区分ごとの基準、川崎市工場立地に関する市準則を

定める条例のほか、法例規、法解説など工場立地法に関する関係法令等の最新のも

の（以下「関係法令等」という。）とする。 

（対象工場） 

第３条 この基準の対象となる工場等（以下、「対象工場」という。）は、市内で現に

立地している工場等のうち、法に定める特定工場の生産施設の面積を増加させるも

ので、かつ敷地内に未利用部分がない工場等とする。 

（敷地外緑地等を認める要件）

第４条 対象工場の設置者は、対象工場の敷地外の土地において相当規模の緑地等を整

備することにより、実質的に緑地等に係る法準則が満たされ、かつ、周辺の地域の生

活環境の保持に寄与するものと認められる場合には、敷地外緑地等として設置するこ

とができる。 

（敷地外緑地等の設置範囲）

第５条 敷地外緑地等を設置できる範囲は、対象工場の存する区内とする。ただし、市

民の公共の福祉に寄与すると市長が認めた場合はこの限りではない。 

（敷地外緑地等の土地の確保等） 

第６条 敷地外緑地等を設置する敷地は、自社所有地又は賃貸借等によるものとす

る。 

（案） 
資料２
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（敷地外緑地等の設置・維持管理） 

第７条 緑地等の設置及び維持管理は、敷地外緑地等を設置した企業が主体となっ

て、本基準を踏まえた工場立地法の届出に基づき実施するものとする。 

２ 複数の対象工場が共同で緑地等を設置及び維持管理する場合、工場の敷地外緑地

等の面積として算入できるのは、当該緑地等の設置・維持管理費応分の面積とす

る。 

（敷地外緑地等の届出） 

第８条 敷地外緑地等を設置する者は、敷地外緑地等の整備内容及び維持管理手法に

ついてあらかじめ計画書を作成し、市に提出することとする。 

（その他） 

第９条 この基準の施行に関し必要な事項は別途定めるほか、本基準に基づく地域特

性等に応じた運用ルール等について、別途ガイドラインを定めることができるもの

とする。 
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臨海部における共通緑地ガイドライン 

Ⅰ ガイドラインの位置づけ・趣旨 

１．位置づけ 

本ガイドラインは、「川崎市における工場立地法に基づく敷地外緑地等に関する基準（以下、

｢敷地外緑地等基準｣という。）」に基づく敷地外緑地の整備にあたり、工場立地法（以下、｢法｣と

いう。）の特定工場が集積する川崎臨海部において、各工場の敷地外緑地等を集約化し、共通緑地

の創出を図るために必要な事項を定めるものである。 

２．背景 

川崎臨海部の特定工場は、その大半が既成市街地から離れた工業専用地域に立地していること

から、工場敷地内に整備された緑の恩恵を市民が直接的に享受する機会は限定されており、これ

までは従業員の就労環境の向上や敷地外との緩衝帯としての機能に主眼が置かれていた。 

今後は、敷地外緑地等基準により、工場敷地外での緑地確保に関する要件が示されることから、

これらの緑地を集約化し市民に開かれたオープンスペースとして整備することが可能となる。 

特に、全市の特定工場の約８割が集中している川崎臨海部においては、各工場の立地特性が類

似しており、かつ、定期的な情報交換や業務連携を図っている工場も多いことから、共通緑地整

備に向けて具体的な協議を行う環境が整っている。 

このことから、川崎臨海部においては、敷地外緑地等基準の運用にあたってのガイドラインを

設け、各特定工場及び市の協働により市民の憩い空間としての共通緑地の整備促進を図るものと

する。 

Ⅱ 共通緑地整備に向けた指針 

１．対象 

ガイドラインの対象は、工場立地法に規定する第三種区域（川崎市においては工業専用地域）

に立地する特定工場等（以下、「対象工場等」という。）とする。 

２．共通緑地整備に向けた考え方 

対象工場等が敷地外緑地等基準の適用を受ける場合には、複数の対象工場等が連携・協力し、

一体性を有した共通緑地として設置するよう努めるものとする。

資料３（案） 
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３．共通緑地の要件 

共通緑地は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

①原則として、対象工場等が連携・協力してそれぞれ必要とする敷地外緑地を確保した際

に、合わせて 2,500 ㎡以上の緑地となる規模の敷地で設置すること。

②憩い空間の創出や地域課題の解決に向けた創意工夫がなされていること。

なお、上記要件を満たしたときには、対象工場等が単独で敷地外緑地等を設置した場合であ

っても、共通緑地に類するものとみなす。

４．共通緑地設置にあたっての配慮事項 

（１）土地の確保

共通緑地を設置する土地は、自社所有地又は 10 年以上の契約による借地及びこれに類する

ものとする。 

法の規定により、整備した共通緑地の維持が不要となった対象工場等は、他の対象工場に共

通緑地の権利を承継するなど、共通緑地全体の規模や運用形態が継続できるように最大限努

めるものとする。

（２）共通緑地の設置

共通緑地を設置する対象工場等は、工場立地法の届出に先立ち、共通緑地設置協議書を作

成し、整備内容及び維持管理手法について市と協議するものとする。 

市は、協議書の内容を確認した上で、整備実現に向けて必要な事項を意見書として取りま

とめ、対象工場等へ回答するものとする。 

なお、対象工場等は共通緑地の整備が完了したときは、市に報告するものとする。

（３）共通緑地の維持管理

共通緑地を設置する対象工場等は、年間管理計画書及び年間管理報告書を毎年提出し、適

切な維持管理を行うものとする。 

共通緑地には工場立地法に基づく緑地として設置された旨の掲示板を設置するものとする。

５．共通緑地設置の実現に向けた支援 

市は、共通緑地の設置を推進するために必要な支援を行う。 

①土地活用の申入

市は、共通緑地を設置する対象工場等が３①に規定する敷地を確保することができるよ

う、土地活用の意向を有する所有者等から活用申入を受け付け、その情報を必要とする

対象工場等に逐次提供するものとする。

②共通緑地設置に向けた調整

市は、共通緑地を設置する対象工場等が共通緑地設置協議書を作成するにあたり、複数

の対象工場等の意向把握や協力体制の確認等、共通緑地設置に向けた各種調整を行うも

のとする。 

③事前相談

市は、対象工場等の共通緑地設置に向けた検討の初期段階から幅広く相談を受け付け、

計画の実現に向けた助言その他必要な支援を行うものとする。 
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工場の緑地整備に関する新たな制度の構築に伴うパブリックコメント手続について 

― 市民の皆様の御意見を募集します ―

工場立地法では、生産施設を新増設する際に、緑地を確保することを求めています。 

しかしながら市内には、法施行以前から立地している工場が多く、敷地内に新たに緑化する土地を確保

できないことから緑化が進まず、それに伴い、老朽化した設備の更新等にも支障をきたす等の課題が生じ

ています。 

また、工場の緑地は敷地内整備となることから、緑化の効用を市民が享受しづらい状況となっています。 

これらの状況に対応するため、工場の緑地整備に関する新たな制度を構築し、工場立地法に基づく緑地

を整備する際の選択肢を新たに設けることにより、工場の敷地外において、市民の憩いの空間として利用

しやすい緑地の整備を進めるものです。 

１．意見募集期間 

令和元年１１月２５日（月）～令和元年１２月２４日（火） 

※郵送の場合は当日消印有効です。

※持参の場合、土日祝日を除く８時３０分から１２時、１２時から１７時１５分の時間帯でお待ちください。

２．資料の閲覧場所 

川崎市役所第３庁舎２階（かわさき情報プラザ）、各区役所（市政資料コーナー）、川崎市ホームペー

ジ（「意見公募（パブリックコメント）」）から御覧いただけます。 

３．意見の提出方法 

御意見は、電子メール（専用フォーム）、ＦＡＸ、郵送、持参のいずれかでお寄せください。 

※意見書の書式は自由ですが、「御意見」とともに、必ず「題名」、「氏名（法人または団体の場合は、名

称及び代表者の氏名）」、「連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、住所及びメールアドレス）」を明記してくだ

さい。なお、氏名・連絡先は、意見書の内容を確認させていただく場合があるために記載をお願いする

ものです。

※電子メールの場合は、川崎市ホームページの「意見公募（パブリックコメント）」にアクセスし、案内

に従って専用フォームを御利用ください。

４．注意事項 

・お寄せいただいた御意見に対して個別回答はいたしませんので御了承ください。なお、市の考え方を

後日、市のホームページで公表いたします。 

・お知らせいただいた個人情報は、川崎市個人情報保護条例に基づき適正に取り扱います。御意見等の

概要を公表する際に、個人情報を公開することはありません。 

・電話や来庁による口頭での御意見はお受けできませんので御了承ください。

５．問い合わせ・提出先 

川崎市経済労働局産業振興部工業振興課 

〒２１０－０００７ 川崎市川崎区駅前本町１１－２ 川崎フロンティアビル１０階 

電話：０４４－２００－３９３６ ＦＡＸ：０４４－２００ ３９２０

資料４
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